院内感染防止手順　第2版
収載資料
A-[2]-4


一般的予防策
われわれ医療従事者が院内感染を媒介していることを忘れてはいけない。

１．手洗い・手指の消毒
　手洗い・手指の消毒は院内感染予防の基本である。
　マイクロシールドPVP®（７～５％ポビドンヨード）で15秒以上、または、ヒビスコール®、ウエルパス®（速乾性擦式手指消毒薬）で乾くまで行う。手荒れに注意すること。
・ナースステーションへ入るとき
・病室への入室時、退室時
・患者への接触の前後
・汚物を処理した後
・輸液セットを組む前、注射液を調整する前
・床のものを拾った後（床にものを落としたときは一連の作業が終わってから拾うこと）
・靴など床にあるものにさわった後
・ナースステーションを出て他の部署へ行く場合

　＜手洗いの手順＞
１．まず流水で洗浄し、液体石けんもしくは消毒液を手にとる
２．手のひらをよくこする
３．手の甲をよくこする
４．指先、爪の内側を洗う
５．指の間を洗う
６．親指と手のひらをねじり洗い
７．手首を洗う
８．手のしずくを絞り取る（手を振って周囲にしずくを飛ばさないよう注意）
９．ペーパータオルを使用し（２～３枚）、手を完全に乾燥する
　　使用したペーパータオルで蛇口を閉める（蛇口に手が触れないよう注意）

《その他の注意事項》
＊指輪、腕時計は使用しない
＊白衣は袖の短いものを着用する
＊爪は短くする
＊手荒れ防止策をとる（手のスキンケアに心がける）
＊手洗い場は手洗い専用にする
＊手洗い場の周囲のしずくはこまめに拭き、常に乾燥させておく
＊手洗いは「１処置１手洗い」が原則！
＊ウエルパス®（0.2％塩化ベンザルコニウム加アルコール、速乾性

擦式手指消毒薬）は15 秒以上手指に擦り込む

２．病棟の清掃、医療器具の消毒
・１日１回、廊下を住居用洗剤で拭く。汚れた場合はそのつど。
・１日１回、ドアのノブを消毒する（70 ％イソプロピルアルコール）
・月１回、掃除機にて換気扇のファン、室内空調機のフィルターの埃をとる。汚れがひどいときは会計課に連絡して業者に依頼する。
・退院時の病室の床の清掃を徹底する。
・感染症患者退院後、ホスクリーン®にてベッド、マットレスの消毒を行う。または、あらかじめ防水シーツや防水マットレスカバーを使用する。
・粘着マットの廃止。
・吸入用嘴管、薬杯は水洗いした後、ミルトン®（次亜塩素酸ナトリウム）液に30分以上浸漬する。
・リネン交換時（週１回）のリネンは直接ランドリーボックスに入れる。
３．消毒用アルコール（ディスポーザブルのパック製品の使用が望ましい）

〈酒精綿の取り扱い〉
①使用前は、必ず手洗いをする。
②酒精綿は、必ずフタをして蒸発を防ぐ（適切なアルコール濃度を維持するため）。
③開封（作成）日時を記載し、24時間以内に使い切る。
＜ディスポーザブルのパック製品＞
・酒精綿は、使用ごとに必ずフタを締める（チャック式など）。
・CV カテーテル挿入者・易感染者には、単包アルコール綿が望ましい。
４．点滴・注射
・輸液セットを組む前、注射液の調整を行う前には手指の消毒を行う。
・注射器で注射液を引く場合、注射器をわしづかみにしてはいけない。
・無菌室で使用する輸液セットは無菌室で組む。
・三方活栓は不潔になりやすく感染源となるため使用せず、閉鎖式回路を使用する。
・中心静脈カテーテルのフィルター交換は原則として週１回行う。フィルター交換は汚染の危険が高い行為であるため、必ず２人で行う。高カロリー輸液を行っている場合は、新しいセットを５％ブドウ糖液でプライミングした後、古いセットと交換する。
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